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会    議    録 

会 議 の 名 称 
令和５年度第５回 

弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画審議会 

開 催 年 月 日 令和６年１月３０日（火） 

開始・終了時刻 １３時３０分 から １４時１７分まで 

開 催 場 所 弘前市役所 市民防災館３階 防災会議室 

議 長 等 の 氏 名 坂本 祥一 

出 席 者 

会長  坂本 祥一   副会長 小川 幸裕 

委員   相馬 渉     委員  岩田 安弘 

委員  青木 範子   委員  今井 武敏    

委員  土岐 浩一郎  委員   清野 研至 

委員  阿保 博実    委員   東谷 康生 

委員  中田 亜希子 

欠 席 者 
委員  柴田 知佳   委員  大湯 惠津子 

委員  齋藤 拓 

事 務 局 職 員 の 

職 氏 名 

福祉部長 秋元 哲 

介護福祉課長 齊藤 隆之 

介護福祉課長補佐 工藤 信康 

介護福祉課長補佐兼自立・包括支援係長 伴 英憲 

介護福祉課自立・包括支援係総括主幹 工藤 里美 

介護福祉課主幹兼介護事業係長 工藤 麻子 

介護福祉課介護保険料係長 元木 京子 

介護福祉課介護給付係長 今 奈穂子 

介護福祉課主幹兼介護認定係長 櫻庭 真紀 

介護福祉課主幹兼高齢福祉係長 野呂 和範 

福祉総務課長補佐 金川 浩人 

国保年金課国保健康事業係総括主幹 三上 淨子 

健康増進課成人保健・がん対策係主幹兼係長 鳴海 悦子 

会 議 の 議 題 

（１）第４回審議会の振り返り 

（２）第９期弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）

について 

会 議 結 果 下記会議内容に記載のとおり 

会議資料の名称 

・第４回審議会での意見・課題と対応 

・第９期弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案） 

・第７章 保険料の将来推計 
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会 議 内 容 

（ 発 言 者 、 

発 言 内 容 、 

審 議 経 過 、 

結 論 等 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（相馬委員） 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

（相馬委員） 

 

（事務局） 

 

（相馬委員） 

 

 

 

 

 

１ 開会 

２ 案件 

３ その他 

４ 閉会 

 

１ 開会 

 

２ 案件 

（１）第４回審議会の振り返り 

※事務局から資料に基づき説明 

 

（質疑等なし） 

 

（２）第９期弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）

について 

   ※事務局から事前配付資料に基づき説明 

 

【主な質疑応答】 

 

 資料２の２５ページに「外出支援サービス事業（岩木地区）」

があります。延べ利用回数の記載はありますが、事業費の記載

がありません。おそらく、この事業は送り迎えとかだと思いま

す。私は薬局にいると、病院や薬局に行くのが大変という声が

すごく聞こえていまして、薬の配達もしています。この事業を

岩木地区に限定しているのは、何か意味があるのでしょうか。

また費用が記載されていない理由を教えてください。 

 

 元々、外出支援サービス事業は旧岩木地区で行われていた

事業で、そのまま引き続き岩木地区で実施されているという

ものです。 

 事業費が載っていないのは記載漏れですので修正します。 

 

 この事業は弘前でもやるつもりはないということですか。 

 

 これ以上広げる予定はない状況です。 

 

 ４４ページの「２ 健康づくりの推進」についてです。薬剤

師会で講演などもやっていますが、職種のところに薬剤師の

記載がありません。薬剤師は必要ないということでしょうか。

薬剤師会の勉強会では、薬剤師が入っていくことが大事と言

っているのですが、ここに出てきていないので、考えを教えて 
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（事務局） 

 

（相馬委員） 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

（土岐委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

（土岐委員） 

 

 

 

ほしいです。 

 

 ４４ページの記載のうち、どの部分になりますでしょうか。 

 

 イメージ図の右上の①の部分になります。 

 

 これは、厚生労働省の図を引用しているものです。薬剤師が

関係ないというのではなく、薬剤師も必要だと考えておりま

す。ただ、国がこの図を作った際、どこまでの人材を検討した

かや、その意図は不明なのですが、我々としては、薬剤師等の

ご協力があるのであれば、ありがたいものでありますので、協

力関係はあった方がいいと思っております。 

 

 印象としては、国において、高齢者に対する個別的支援や通

いの場ということで、医師・薬剤師・歯科医師をあえて入れて

いないような感じがあり、そのために入ってないのかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

 会長がおっしゃったように、この図には医師・薬剤師・歯科

医師が入ってはいませんが、別の場面での協力を求めている

ものと想定しております。 

 

 確認といいますか、お願いがあります。 

 被保険者である高齢者の権利擁護支援の部分や、サービス

の方の適正化という視点で見たとき、権利擁護は４６ページ、

適正化は６７ページに出ていますが、苦情や要望といったも

のの相談窓口のようなところ、実際に適正化をするに当たっ

ては、地域密着型サービスの実地指導があり、市では熱心に取

り組み、同業者で県内の情報交換をしたときに、弘前市では不

適切事案が少ないと聞いています。せっかくですので、適正の

ところで実地指導や、保険者として育成をしていくというこ

との記載、権利擁護支援にもつながりますが、苦情要望の相談

窓口といったものを広く吸い上げ、保険者として地域密着型

サービスを運営していくという、紐づけのような記載をお願

いします。 

 

 ご意見を参考に検討いたします。 

 

 要するに適正化をして、事業者も適正運営をすると、人材の

定着にもつながります。 

 地域密着型サービスは当市にたくさんありますが、保険者 
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（坂本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

として弘前市のサービスをどうやっていくかということも含

めて、しっかり対応、指導してもらえればと思います。このよ

うなことが感じられるような記載をお願いします。 

 

 計画８２ページの地域密着型介護老人福祉施設と看護小規

模多機能型居宅介護は、全国的にはすごくニーズがあり、結構

建てられていると思いますが、この地域で見ると、２件、３件

と非常に少ないという印象です。私の現場の立場からいえば、

こういった施設がもっと増えてくれると非常に活動しやすく

なる印象があります、なぜこういった施設が増えないのか。さ

きほど、料金の影響という事務局からの説明もありましたが、

料金だけではないような印象があります。なぜこの地域で増

えないのか、おわかりの方がいましたら、ご発言いただければ

ありがたいです。 

 

 まず、介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆるミニ特養

の整備に関しては、今の第８期から弘前市で導入し始めたば

かりのものでございます。元々、弘前市では、特養・老健等の

施設が多かったもので、こういった施設の整備は抑えていま

した。それを８期から、これからの高齢社会には地域密着型の

このような施設が必要であろうと、整備をし始めたところで

あるため、数は少ない状況となっております。 

 ただ、今回２施設を設置いたしましたけれども、事業所の方

から、非常に建設単価が高くなっていると、また、これをやれ

るのが社会福祉法人のみのため、社会福祉法人の方において

も少し厳しいものがあるのかなというお話がありましたの

で、今回１施設というかたちとしております。 

 看護小規模多機能型居宅介護の方は、第８期の際に応募事

業者がなかったわけではありませんが、安定して経営できる

かという部分で不安が生じていたため、見送りというかたち

になってしまいました。その辺を含め、しっかりとやれるとこ

ろであれば、市としては圏域にひとつずつ設置していきたい

なと考えています。あとは、やはり利用者の利用料なのかなと

思います。実際運用するに当たっては、全国的に良いところを

見てきている人の話によりますと、しっかりやっているとこ

ろに関しては、訪問して、デイサービスに通って、何かあった

ときは訪問看護で駆けつけて、何か自宅でちょっと難しいよ

うな状況であれば宿泊を使ってと、非常に有意義なものなの

ですが、今のところ当市ではどちらかに偏った使い方しかし

てないせいなのか、それに対する費用負担が多く感じられる

のか、サービスの利用率が悪い状況と捉えておりますので、 
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（坂本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（土岐委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（相馬委員） 

 

 

 

 

 

 

 

事業者も新たに手を挙げようとしても二の足を踏んでいる部

分、利用者が増えてくれば、事業所の方も応募するとことがあ

ると思います。また、看護小規模多機能になりますと、やはり

看護師の確保、こちらの方が事業所の方もちょっと苦慮して

いる部分もあると思いますので、その辺のところだと思って

おります。 

 

 この地域は、他の地域に比べて訪問介護の施設が多いです。

共倒れしているところもありますので、そういうところを有

効に使うには、こういった施設に移行してもらうとか、あるい

は訪問介護の施設がいくつか合併するとか、そういったかた

ちでこうやっていただければと思っています。せっかくマン

パワーあるのに、小規模が多いので、なかなかうまくいかない

のだろうという印象を持っていますので、その辺のところを

何とかうまく誘導できればいいのかなと個人的には思ってい

ました。ぜひこういう施設を作っていただければありがたい

と思いました。 

 

 会長がおっしゃったことは本当に私も同感といいますか、

非常に素晴らしいなと思います。せっかくこのように地域密

着型サービスとか、弘前市において事業計画を作っています

が、市に関係なく６期計画あたりから５０床とか８０床とか

の短期入所の施設がたくさんできました。ですね、そういっ

た、これはたぶん県です。市ではこうやって保険料を睨みなが

ら、地域密着型サービスを検討している中に、事後承諾的に大

規模なショートステイの施設がいくつかできて、それがまた

給付に跳ね返り、また今、会長おっしゃったような地域密着型

サービスに繋がる前に安易にショートステイに走ってしまっ

て、ショートステイが長期化してしまうとか、そういった悪循

環もあるのかなと思い、少し現場にいる者としてはそこに

苦々しく思っていたところはあります。 

 情報提供といいますか、ちょっと私の感想になりますが、以

上です。 

 

 ７４ページの「⑤居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理

指導」について、薬剤師の我々がやっているのは、この指導な

のですが、医師と歯科医師と薬剤師が一緒になっています。比

率はわかるものでしょうか。その職種で値段はたぶん違うと

思いますが、一緒にまとまっています。我々薬剤師がどれぐら

い増えているのかを見る意味で、知りたいなと思います。 
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（事務局） 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

  

 我々には回数しか情報が入ってこないため、比率まではわ

かりません。 

 

 ※当日配付資料について、事務局から説明。 

 

 他の市町村、特に青森県内の市と比べた場合、どのような水

準なのでしょうか。 

 

 現在判明しているのが、先週行われた八戸市さんで 

６，０００円から５，８００円っていうことで、２００円下げ

るという情報しかまだ掴んでおりません。八戸市さんは、基金

が潤沢にあったこともあり、そういうこともできますけれど

も、やっぱり１０数億円の基金があるところと６億しかない

ところの差が顕著に出たものと思われます。 

 

 ご意見やご質問がないようですので、それでは、そろそろ総

括に入りたいと思います。 

 これまで５回にわたって審議会の開催を通じて、素案の段

階から委員の皆様の様々な視点での意見をいただいてまいり

ました。それらのご意見を踏まえ、事務局で整理したものが本

日の審議会で示された第９期計画案となります。 

 令和６年度から３年間だけでなく、団塊ジュニア世代が 

６５歳以上になる令和２２年度、２０４０年度を見据えなが

ら計画していること、また保険料についても負担能力に応じ

て応じた負担を基本としつつも、所得段階を多段階化すると

ともに、基金を活用して、特に低所得層に配慮したかたちで設

定されていることがうかがえます。 

 これらのことから、ご異論がなければ第９期計画案を承認

したいと考えますが、委員の皆様いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

 異議なしということでございますので、ご了承いただきま

した。 

 

３ その他 

 今後のスケジュールについて説明いたします。 

 介護報酬改定に伴い、市では保険料に係る条例等を改正す

るため、来月の中旬頃から開会となる３月議会に提案します。

議会の審議および議決を経た後に、市内部での事務手続きを

取ったうえで、令和６年度から８年度までを計画期間とする 
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（福祉部長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９期弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画を決定いた

します。 

 本日の審議会以降、計画決定までの間に、事務局において最

終確認を行う中で、字句の修正や体裁の修正を行う場合があ

りますので、あらかじめご了承くださるようお願いいたしま

す。 

 なお、この第９期弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

は決定後に市のホームページの掲載により公表することとし

ており、委員の皆様には、製本した計画を改めて送付して報告

したいと考えております。 

 

 皆様、合計５回にわたる審議につきまして、大変感謝申し上

げます。 

 今日は、計画の中でも特に重要な今後の介護保険料につい

てご審議いただきました。 

 国の介護報酬の見直しを受け、結果的に従来の保険料を値

上げして、対応せざるを得ない状況となりました。ご存知の通

り、介護人材をはじめ、保育士も含めて、福祉に関わる人材不

足が今後も懸念されております。今回そういう意味で、賃上げ

をすれば人材が集まるという、そういう単純なものではない

とわかっておりますけども、今後ますます高齢社会が進行し

ていく中で、物価高の現状も含めまして、少しでも介護職員の

処遇改善を図っていかなければ、介護を必要とする方へお世

話をしてくれる人がいなくなるという危機感があり、保険料

の引き上げは、確かに市民生活に大変影響あるものですけど

も、致し方ないのかなと思っております。 

 また、今回、国は介護人材の確保、流出を防ぐうえで介護報

酬の引き上げをしたわけですけども、将来においても、この報

酬が再び値上げされる可能性は十分想定されるものでありま

す。当市においては、その報酬の値上げによって保険料の上げ

幅を少しでも少なくするようにするためには、これまで皆さ

んがご審議いただきました市の計画の中でお示しした通り、

様々な介護予防の取り組み、認知症施策を市民と一緒になっ

て取り組んで、少しでも要介護認定、あるいは認知症の発症を

遅らせるとか、そういうことの取り組みが重要であると考え

ております。 

 今後とも、今日集まりの関係者の皆さん、あと市民の皆様と

ともに、高齢者が生き生きと健康で安心して社会生活が送ら

れるよう、そんなまちを目指して、様々頑張っていきたいと思

っておりますので、今後のご支援、ご協力をお願いいたしまし

て、挨拶といたします。ありがとうございました。 
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（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

４ 閉会 

坂本会長ありがとうございました委員の皆様、長時間にわ

たり大変おつかれさまでした。 

また、本日の会議録につきましては、委員の皆様の確認後、

ホームページに公開いたしますのでご了承ください。 

それでは、これをもちまして第５回弘前市高齢者福祉計画・

介護保険事業計画審議会を閉会といたします。あわせて、これ

まで５回にわたる審議にご協力いただきましたこと、誠に感

謝申し上げます。 

本日はご多用の折に誠にありがとうございました。 

 

その他必要事項 ・会議は公開（傍聴４名） 

・取材あり（１社） 

 


